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平成３０年度採用 

上越地域消防事務組合職員採用試験案内（Ⅲ種） 
 

平成２９年７月１２日 

 

次のとおり平成３０年度採用の職員採用試験を行いますので、ご応募ください。 

 

１ 職種・採用予定人員 

職 種 採用予定人員 主 な 職 務 内 容 

消防吏員 
Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種を 

合わせて１０人程度 

 市民の生命、身体、財産を火災等の災害から守るた

め主に次の業務を行います。 

(1) 災害等の警戒、防除、鎮圧 

(2) 人命救助及び救急に関する業務 

(3) 火災の予防に関する業務 

(4) 建築物の使用検査、消防用設備の審査・検査事務 

(5) 火災の原因調査及び損害調査に関する業務 

(6) 危険物施設等の許可、認可業務 

(7) その他消防行政に関する業務 

 

２ 受験資格 

 受     験     資     格 

区 

 

分 

Ⅲ  種 

平成７年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた人。

ただし、次の人は受験できません。 

・学校教育法による大学（４年制）を卒業又は平成３０年３月

末までに卒業する見込みの人 

・学校教育法による短期大学を卒業又は平成３０年３月末まで

に卒業する見込みの人（これらと同等と認める人を含む。） 

身   体 

・視力が矯正視力を含み両眼で０.７以上、かつ一眼でそれぞれ

０.３以上であること。 

・色覚、聴力、言語その他身体に職務遂行上の支障がないこと。 

そ の 他 採用後、上越市内又は妙高市内に居住可能であること。 

※ 採用試験は、高等学校卒業程度の学力を基準に実施します。 
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（１）次の事項のいずれかに該当する人は受験できません。 

ア 日本国籍を有しない人 

イ 地方公務員法第１６条に規定されている次の欠格事項に該当する人 

（ア）成年被後見人又は被保佐人 

（イ）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの人 

（ウ）上越地域消防事務組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年

を経過しない人 

（エ）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

３ 試験の方法・試験日・試験会場 

 第 一 次 試 験 
第 二 次 試 験 

教 養 試 験 体 力 試 験 

試験の 

方 法 

消防職員として必要な高

等学校卒業程度の一般教

養及び知能についての試

験 

(ア) 出題分野 

社会、人文及び自然に関

する一般知識並びに文

章理解、判断推理、数的

推理及び資料解釈に関

する一般知能 

(イ) 出題形式・択一式 

（120分） 

消防職員として、必要な体

力を有しているかどうか

を判断するための試験を

実施します。 

第一次試験合格者に対

し実施します。 

(1)個別面接試験 

(2)健康診断書提出によ

る身体検査 

試験日

受 付 

時 間 

平成２９年９月１７日（日） 

午前８時００分から午前８時３０分まで 

◎平成２９年１０月 

中旬 

試 験 

時 間 
午前９時００分から午後５時００分頃まで 未   定 

試 験 

会 場 

上越地域消防本部 

（上越市北城町１丁目 

１６番１号） 

上越地域消防本部 

（上越市北城町１丁目 

１６番１号） 

上越地域消防本部 

（上越市北城町１丁目 

１６番１号） 

※ 試験当日は、第一次試験とは別に、全受験者に作文（６００字程度・６０分（課題式））と適

性検査（２０分）を実施します。 

※ 作文及び適正検査は、第一次試験の合否判定に影響しません。第一次試験合格者に対し、第

二次試験（面接試験）受験の際に、面接官の補助資料として活用します。 

（注）◎は予定であり、変更する場合があります。 
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４ 合格の発表 

区  分 発 表 方     法 

第一次試験 ※１０月中旬 受験者全員に合否を通知します。また、上越地域消防

事務組合のホームページでも合格者の受験番号を掲載

します（電話での回答はいたしません。）。 第二次試験 ※１０月下旬 

（注１）※は予定であり、変更する場合があります。 

（注２）上越地域消防事務組合個人情報保護条例第１２条の規定に基づき、試験の結果について 

開示請求することができます。開示を希望する場合は、受験者本人が受験票及び身分証明 

書(運転免許証等)を持参のうえ、消防本部総務課へおいでください。 

 

５ 合格から採用まで 

（１）第二次試験合格者に対して、合格発表以降に採用内定を通知します。 

（２）採用予定日は平成３０年４月１日です。採用決定後は、上越地域消防事務組合消防吏

員に任命され、上越市内又は妙高市内の消防署又は分遣所へ配属されます。その後、新

潟県消防学校（全寮制）において前期・後期に分かれて、約６か月間の初任科教育を受

けます。 

 

６ 受験手続 

提 出 書 類 

（① と②の両方） 

① 受験申込書（平成３０年３月末までに高等学校を卒業見込みの人は、 

全国高等学校統一用紙「履歴書」「調査書」とします。） 

② 受験票返送用の返信封筒（長型３号の定型封筒）に８２円切手を 

貼り、送付先の住所・氏名を明記してください。 

 

申 

 

 

 

込 

 

方 

 

法 

郵 送 
① 書留とし、封筒の表に「受験申込」と朱書きしてください。 

② 封筒裏面に受験者の住所、氏名を記入してください。 

持 参 

① 受付期間内の土曜日、日曜日及び祝祭日を除く、午前８時３０分か

ら午後５時１５分まで受け付けます。 

② 受付場所は、消防本部総務課 企画・人事係 

受 付 期 間 
７月３１日（月）から８月１６日（水）まで 

（郵送の場合は、受付期間最終日の消印有効とします。） 

受験票の交付 

受験票は郵便で送付しますが、９月１１日（月）までに届かない場 

合は早急に消防本部総務課 企画・人事係（TEL025-525-1195）にご

連絡ください。 

（注１） 提出書類が不備なものは、受け付けませんので注意してください。 

（注２） 受付後の提出書類は、お返ししません。 

 

７ 給与 

（１）初任給（給料月額・平成２９年４月１日現在） 

   Ⅲ種 １４６,１００円 

    ※ 企業等で勤務経験がある人の初任給は、上記の給料月額に経験(前歴)分を加算し決

定します。 
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（２）諸手当 

期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当等を支給します。 

 

８ 勤務時間及び休暇 

  （１）勤務は交替制勤務で、１当務の勤務時間は午前８時３０分から翌日午前８時３０分ま 

で(仮眠、休憩時間含む。)です。勤務終了後は非番日となり、その翌日は週休日(休日) 

となります。ただし、この「当番、非番、週休」のサイクルを繰り返す中で、平均で３ 

週間に１回の週休日にあたる日が日勤の勤務となります。 

  （２）休暇は、年次有給休暇、病気休暇、介護休暇、特別休暇等があります。年次有給休暇 

は１年に２０日（４月１日採用の場合は１５日）です。 

 

９ その他 

（１）受験のための旅費等は、一切支給しません。 

（２）試験当日は、交通事情等を考慮し試験開始時刻に遅れないよう注意してください。 

（３）第一次試験での注意事項、会場への持ち物は受験票を参照ください。 

（４）試験当日のゴミは必ずお持ち帰りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

◇ 提出先・問合せ 

   上越地域消防事務組合消防本部 総務課企画・人事係  

   〒９４３－０８２４ 新潟県上越市北城町１丁目１６番１号 

   ＴＥＬ ０２５－５２５－１１９５  ＦＡＸ ０２５－５２５－１１９１ 

上越総合 

技術高校 至 新井 

上越教育大 

附属小学校 

知命堂 

病院 
メガネ店 

 

試験会場案内図 

ＪＲ 

高 

田 

駅 

城東中学校 

試験会場 

消防本部 

上

越

大

通

り 

本

町

通

り 

稲

田

橋 

関 

川 

お堀 食堂なかしま 

至 直江津 

高田北城 

高等学校 


